
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
〇
七
号

平
成
十
八
年
四
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
対
す
る
公
務
証
明
書
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
四
日
受
領

答

弁

第

二

〇

七

号



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
人
・
軍
属
の
犯
罪
に
対
す
る
公
務
証
明
書
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

沖
縄
県
警
察
に
よ
る
と
、
沖
縄
県
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
の
構
成
員
及

び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
よ
る
道
路
交
通
法
違
反
の
取
締
り
件
数
と
し
て
把
握
し
て
い
る
も
の
は
、
平
成
十
四
年
は

千
六
百
五
件
、
平
成
十
五
年
は
千
八
百
三
十
四
件
、
平
成
十
六
年
は
千
九
百
五
十
二
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
反
の
発
生

場
所
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
沖
縄
県
警
察
に
お
い
て
は
、
道
路
交
通
法
違
反
の
取
締
り
に
当
た
り
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
法
と
証
拠
に
基
づ

き
、
適
切
に
対
処
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

沖
縄
県
に
お
い
て
発
生
し
た
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
に
よ
る
道
路
交
通
法
違
反
事
件
に
つ
き
、
平
成
十
四
年
か

ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
間
に
合
衆
国
軍
隊
当
局
か
ら
那
覇
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
、
当
該
事
件
に
お
け

る
行
為
が
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
証
明
書
（
以
下
「
公
務
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
数
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
那
覇
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
に
よ
る
事
件
の

一



う
ち
、
当
該
事
件
に
係
る
罪
が
道
路
交
通
法
違
反
の
み
の
事
件
又
は
二
以
上
の
罪
名
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
道
路
交
通

法
違
反
が
最
も
重
い
罪
と
な
る
事
件
で
あ
っ
て
、
当
該
事
件
が
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全

保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五

年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
�
�
に
規
定
す
る
罪
に
該
当
し
、
我
が
国
に
裁
判
権
を

行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
が
な
い
と
し
て
不
起
訴
処
分
に
し
た
も
の
の
数
は
、
平
成
十
四
年
は
六
十
六
件
、
平
成
十
五
年
は

五
十
八
件
、
平
成
十
六
年
は
八
十
二
件
で
あ
り
、
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
法
と
証
拠
に
基
づ
き
、

適
切
に
対
処
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
に
よ
る
犯
罪
の
捜
査
に
お
い
て
、
捜
査
当
局
は
、
当
該
犯
罪
が
公
務
執
行
中
に
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
被
疑
者
の
事
情
聴
取
等
の
必
要
な
捜
査
を
行
っ
て
お
り
、
公
務
証
明
書
に
つ
い
て
も
、

そ
の
内
容
を
確
認
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
合
衆
国
軍
隊
当
局
か
ら
公
務
証
明
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
、
検
察
当
局
に
お
い
て
、
公
務
執
行
中
に
行
わ
れ
た

も
の
で
は
な
い
と
認
定
し
、
合
衆
国
軍
隊
当
局
に
対
し
て
、
当
該
公
務
証
明
書
に
関
す
る
反
対
の
証
拠
が
あ
る
旨
の
通
知
等

二



を
行
っ
た
事
件
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
件
の
例
と
し
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
一
月
三
十
日
発
生
の
群
馬
県
内
の
相
馬
ケ
原

演
習
場
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
一
名
に
よ
る
傷
害
致
死
事
件
及
び
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
日
発
生
の
沖
縄
県
内
の

伊
江
島
射
爆
場
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
二
名
に
よ
る
傷
害
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。

五
に
つ
い
て

日
米
地
位
協
定
第
十
七
条
�
�
に
お
い
て
は
、
裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
を
有
す
る
国
の
当
局
は
、
他
方
の
国

が
そ
の
権
利
の
放
棄
を
特
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
他
方
の
国
の
当
局
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
要
請
に
好
意
的
配
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

裁
判
権
を
行
使
す
る
第
一
次
の
権
利
の
放
棄
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
要
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
利
の
放
棄
が

特
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
判
断
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


